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第 1 被告三菱地所の準備書面 (3)に対する反論

1 は じめに

原告の主張に対 して被告三菱地所は十分な理解がなされていないものと思わ

れるので、原告第 3準備書面において詳 しく主張を行った。 しか し、結局被告

三菱地所か らは反論はなされないため、これ以上の反論はなされないもの と思

われるので、今回の被告三菱地所の準備書面 (3)の範囲で反論を行 う。

2 甲第 40号証のメールについて

(1)被告三菱地所は、①提案書 (甲 6)は、詳細な内容を含まない ところ、その

半年近 く後の時点で契約内容の詳細について交渉す る甲40の メールにおいて

提案書 (甲 6)の 内容が意識 されていた とは考えられない と主張す るが (同 準

備書面 (3)4頁 (2)2段 落、以下本準備書面第 1に おいては被告三菱地所

の第 3準備書面の引用については頁数等のみ記載す る。)、 そのような被告三菱

地所の主張は驚 くべき主張である。 甲第 6号証の提案内容は、正に、借地料を

ローン返済 より優先 させ るとい う具体的内容の提案であ り、半年たつたか らと

いって忘れ ることなどあ り得ない。 日本有数の大手不動産会社である被告三菱

地所は、双方が合意 して大きな事業を行 うに当た り当初提案書に記載 した内容

など、半年程度経てば忘れ去って しま うとい うことを認めるものであ り、およ

そ信 じ難い主張である。若 し、 日本有数の大手不動産会社である被告三菱地所

が失念 していた とすれば、そのことこそ異常なことであ り、常識的にもあ り得

ないことである。原告は、提案書を意識 し、かつ提案書の内容が約束 されてい

ると認識 していたか らこそ、甲第 40号証のメールのような回答を被告三菱地

所宛に行つたものである。 尚、後に述べるように、平成 19年 6月 1日 に、被

告三菱地所、被告三井住友銀行、被告大和証券の三社で、未払い債務等を差 し

引かず無条件で保証金全額を返還す ることは原告に不利であ り、被告三菱地所

か ら原告に説明できない とか、原告の債権をローン債権に優先 させ るか どうか



の議論だか ら被告三井住友銀行か ら説明 させ るなどが話合われてお り、そのよ

うな話合いがなされたのは、正に提案書 (甲 6)に記載 された内容 を原告が主

張 していたか らに他ならない。

また、被告三菱地所は、「②実際に、甲40の内容は、提案書 (甲 6)の 内容

について触れ られているものでもない」と主張するが (同 第 2段落 )、 内容につ

いて触れ られていない とい うのは全 く理解できない主張である。 甲第 40号証

のメールの内容を見れば、文書前段の保証金 20億円の返還請求権への第 1順

位根質権設定 との条項の記載に対 して、賃借人がデフォル トした場合は、ロー

ンが優先す るのではなく、地代等を保証金の うちか ら控除するとい うことを記

載 しているのは、まさしく原告の地代債権が優先す るとい うことであ り、提案

書 (甲 6)に記載 された内容そのものである。

更に、③ として甲第 40号証のメールの内容は 「賃借人が地主に対 してデフ

ォル トした場合」について触れ られているのみであ り、TMKが 金融機関に対

する債務について期限の利益を喪失 した場合の扱いについて触れ られているも

のではない」と主張するが (同 第 2段落 )、 全 くの詭弁である。地主に対するデ

フォル トも金融機関に対す るデフォル トも同様であ り、地主のデフォル トのみ

限定的に問題 とすることはあ り得ないことであ り、 どのように判読すれば被告

三菱地所の主張す るような判断になるのか全 く理解できないものである。 甲第

40号証の文言を常識的に読めば、金融機関へのローンがデフォル トを起 こし

た場合 も含 めて、地代がデフォル トしていれば地代を先ず控除す るとい うこと

以外に理解できないものである。

被告三菱地所が原告の主張を 「こじつけ」 とい うのであれば、もう少 し理解

可能な、合理的かつ常識的な反論をすべきである。

(2)そ もそも甲第 40号証のメールは、被告三菱地所が主張するような 「スキー

ム関係者 (本件借地権設定契約の賃貸人)と しての原告が、本件特管委託契約

に基づいてTMKの ために行 う業務の一環 として資金調達に関する事務を行つ



ていた被告三菱地所を通 じて、被告三井住友銀行 との間で交渉を行っていたや

り取 りの うちの一つ」 (4頁 (2)第 3段落か ら5頁第 1段落)な どではない。

本件事業の主役 (本 当のスキーム関係者及び支配者)は被告三菱地所である。

TMKは 単なる器 にすぎず、TMKの 運営 。管理 。決定を実質的に行 うのはア

セ ッ トマネージャーの特定資産管理処分受託者である。本件事業においては、

被告三菱地所だけがその権限を有するものである。また、被告三菱地所は、プ

ロジェク トマネジメン ト、 ビル開発業務 も行い、更に、設計監理を 100%子

会社で被告三菱地所の役員が常勤・非常勤を含めて約 30名 の役員の大半を占

める被告三菱地所設計に発注 し、そ して、アセ ッ トマネジメン ト業務・プロパ

ティマネジメン ト業務 。リーシングマネジメン ト業等、TMKの 運営 と決定の

すべてを行い、実質 TMKを 支配 している。特定資産管理処分受託者が重要で

あることは、被告三井住友銀行のノン リコースローン提案書の要件の一つに、

特定資産管理処分受託者 (ア セ ッ トマネージャー)に被告三菱地所を指定 して

いることか らも明らかである。 日本を代表する企業の被告三菱地所が本件事業

の資金調達・運営・責任・管理をすべて行 うか らこそ、原告 も本件事業に参加

する気になったのであ り、被告三井住友銀行 も被告三菱地所が権限 と支配力を

持つか ら本件 TMKに 融資を行 う意図であつたことは明らかである。従つて、

「被告三菱地所は、あくまでも本件特管委託契約に基づいてTMKの ために行

う業務の一環 として資金調達に関する事務を行い、本件借地権設定契約におけ

る賃貸人 としての原告 と被告三井住友銀行 とのや りとりの間に入つていたのに

すぎないのであるか ら、仮にその時点において金融機関が融資を行 うことが不

可能であった としても、被告三菱地所が原告に対 してその旨を説明する義務を

負 う根拠は全 くない。」とい う主張 (5頁 3(1)第 2段落)も 、その前提にお

いて明 らかに誤つているものである。

(3)更にまた、被告三菱地所は、「このように保証金返還請求権に対する質権設

定について交渉が行われていること自体、原告のTMKに 対する地代の支払い



請求権が当然の前提 とはなっていなかったことの証左である。」 と主張するが

(5頁第 1段落 )、 被告三菱地所の主張の意味が理解 しにくいが、原告の地代債

権が優先す るとい う前提 とはなっていなかった とい う趣 旨と思われ るが、明 ら

かに詭弁である。原告の地代債権が優先することが原告 と被告三菱地所 との間

の前提 (約 束)と なっていたにもかかわ らず、被告三井住友銀行が 自己に有利

な内容の条件を提示 してきた とい うことに過 ぎず、従つて、原告は、それには

応 じられない とい うことで拒否をしたものである。そのような拒否があつたか

らといって、「地代の支払い請求権が当然の前提 とはなっていなかったことの証

左である」などとい うことには何 らならない。原告が甲第 40号証のメールに

記載 された内容の回答をしたのは、正に、地代が優先 され るとい うことが前提

となつていたか らである。すなわち、ノンリコースローン提案書 (甲 8)に、

ローンが優先するよ うな記載があるため、それには応 じられないが、地代が優

先す るとい う約束を踏まえて、保証金を地代支払等に充てた残 りについてロー

ン債権に充てることを認める譲歩案を提示 しているものであ り、あくまで甲第

6号証の記載を前提する以外に理解 しようがないものである。

(4)そ れ どころか、被告三井住友銀行か ら提出された、乙C第 1号証の平成 19

年 6月 1日 付被告三井住友銀行 と被告大和証券のメールで明 らかなったことで

あるが、被告三井住友銀行の秋 田氏か ら被告大和証券の大原氏宛のメールで、

「ご指摘の通 り、未払い債務等を差 し引きせずに無条件に保証金全額を返還する

ことは底地人 (原告)に不利な事項 とな りますので、保証金全額を支払つた上

で、TMKが 別途未払い債務の支払い義務を負 うのは当然 と考えてお ります。」

と記載 されてお り (3枚 目)、 また、大原氏か ら秋 田氏宛の同 日付の返信メール

(乙 Clの 2枚 目)に よれば、「三菱地所か ら、この覚書だけお くつた ら、明ら

かに底地人 としての大洋の立場に配慮 していないので説明できない との指摘が

あ りま した。」と記載 されているように保証金を全額返還するとい うことは明 ら

かに原告に不利益 となることであ り、そこで、「大洋 (原告)と SMBC(被 告
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三井住友銀行)の優先劣後に係 る議論なので、三菱地所がそれでも大洋に説明

できない とい うことであれば、貴行 (被告三井住友銀行)よ り説明いただ くこ

とは可能で しょうか」 と記載 しているように、原告が、TMKの ローン不払い

時を含め、ローン債権 より地代債権等が優先す ることを主張 していたことは明

らかであ り、被告三菱地所の言い訳は明 らかに詭弁である。

(5)被告三菱地所は、原告の主張に理由がないことは明らかであるとい うが、被

告三菱地所の主張を読んでも何 ら明らかになつていない どころか、被告三菱地

所の反論は、原告の主張に対 して被告三菱地所 自身が何 ら合理的な反論ができ

ないことを単に露呈 したに過ぎないものである。

3 説明義務について

被告三菱地所は、「本件借地権設定契約における賃貸人 としての原告 と被告

三井住友銀行 とのや りとりの間に入つていたのにすぎないのであるか ら、仮に

その時点において金融機関が融資を行 うことが不可能であつた としても、被告

三菱地所が原告に対 してその旨を説明す る義務を負 う根拠は全 くない。」とい う

が (5頁 3(1)第 2段落 )、 前述 したように、その主張の前提 自体が誤つてい

るものである。今般の被告三井住友銀行の主張及び被告大和証券か らの提出さ

れた証拠等により明 らかになったことであるが、被告三井住友銀行の主張によ

れば、被告三井住友銀行は、被告三菱地所か ら、原告 との直接の折衝は避けて

ほしい旨の要請を受けていたのであるとのことであ り (被告三井住友銀行第 2

準備書面 7頁 )、 一方、前記被告大和証券の大原氏か ら被告三井住友銀行の秋 田

氏宛の、平成 19年 6月 1日 付のメール (乙 Clの 2枚 目)に よれば、「大洋 (原

告)と SMBC(被 告三井住友銀行)の優先劣後に係 る議論なので、三菱地所

がそれでも大洋に説明できない とい うことであれば、貴行 (被告三井住友銀行 )

より説明いただ くことは可能で しょうか」 と述べているように、被告三井住友

銀行か ら説明す ることを、被告大和証券か ら被告三井住友銀行に要請 している



にもかかわ らず、被告三菱地所がそれをさせないように したのであるか ら、当

然被告三菱地所が説明する義務がある。

(2)ま た、被告三菱地所は、「被告三井住友銀行が原告の要求を受け入れ ること

ができず融資ができなかったのであるか ら、その時点で金融機関が原告の要求

を受け入れ ることが困難であることは十分理解できたのであるし、そのことを

被告三菱地所が説明 しなければならない理由はない。」と主張するが (6頁第 1

段落 )、 全 く反論になっていないものである。原告が主張 しているのは、定期借

地権設定契約前に説明すべきと主張 しているのであ り、また、原告がローン条

件を拒否 した時点で、金融機関は自己の債権の回収 より地代を優先 させないの

だか ら、原告の地代を優先 させ ることでは融資は不可能であると説明すべきで

あると主張 しているのであ り、まして、被告三菱地所が被告三井住友銀行に対

して、原告 との直接の折衝は避 けてほ しい旨の要請をしていたのであるか ら、

なお更、被告三菱地所がそのことを説明すべきであ り、説明する義務がないな

どとい う主張は被告三菱地所の企業 としての姿勢を疑わざるを得ない。

被告三菱地所は、原告の第 3準備書面 17頁、 19頁 、 22頁、 23頁、 2

9頁の 「説明すべきであった と」の主張 6箇所を引用 して、原告主張の説明義

務に根拠がないと主張するが (2頁最終行～ 3頁 )、 原告の主張に根拠があるこ

とは既に述べた主張か ら明 らかなことである。すなわち、被告三菱地所の主張

によれば、「金融機関が期限の利益喪失時においてまで自己の債権の回収 より

も土地賃料の支払を優先 させ るはずがないことは自明である」か ら、原告が被

告三井住友銀行か ら提案 されたローン条件を拒否 したことが不合理であるとい

うことであ り、また、金融機関は自己の債権の回収 より地代を優先 させ ること

はないのであるか ら、原告の地代を優先 させ る内容では融資は不可能であ り、

被告三井住友銀行の提示 したローン条件 を飲まないのであれば融資が受けられ

ない とい うことであるか ら、原告はその主張を前提 として、それな らば遅 くと

も平成 19年 7月 11日 に、原告が被告三菱地所に射 して被告三井住友銀行の
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ローン条件を拒否 した時点でそのことを説明すべきであ り、そ うすれば、原告

はその段階で本件事業を継続す る事は中止 していたのであると主張 しているの

である (原告第 3準備書面 17頁、 19頁 、 22頁、 23頁、 29頁はいずれ

もほば同様の内容である。)。 そ して、被告三菱地所は、被告三井住友銀行には

直接の折衝は避けるように指示 しているのであるか ら、被告三菱地所が原告に

説明す るのは当然のこととなる。仮に、まだ融資の可能性があった としても、

資金調達の可能性 とい う重要なことは説明するのは当然のことであ り、それに

よつて事業継続等の判断をする必要も出て くるのであるか ら当然説明すべきこ

とであ り、何 ら秘密にする必要はないはずである。本件においては、そのこと

が説明されなかったため、原告は被告三菱地所のクレジッ トによる資金調達が

なされ るものと信 じて、本件事業を継続 させたが、現実には被告三菱地所の義

務違反により資金調達ができず、そのためTMKは 行き詰まったのである。本

件事業を進めるに当 り、資金調達の可能性 とい う重要なことは説明 しなくて良

い とい う被告三菱地所の主張は全 く理解できず、明 らかに非常識過 ぎる主張で

ある。

(3)更 に、前記被告大和証券の大原氏か ら被告三井住友銀行の秋 田氏宛の平成 1

9年 6月 1日 付のメール (乙 Clの 2枚 目)に よれば、「三菱地所か ら、この覚

書だけお くった ら、明らかに底地人 としての大洋の立場に配慮 していないので

説明できない との指摘があ りま した。」と記載 されているように保証金を全額返

還するとい うことは明 らかに底地人である原告に不利益 となることであ り、底

地人 としての原告の立場に配慮 していないので被告三菱地所が説明できない、

そ して、被告三菱地所が説明できないな ら、被告三井住友銀行か ら説明するこ

との提案が被告大和証券か らなされているのである。被告三菱地所、被告三井

住友銀行、被告大和証券の認識 として、TMKか らの地代の未払いを全 く差引

けず、保証金の全額を返還することは、底地人である原告の不利 となるので説

明できない とい うことは、そのことを原告は了承 していない とい うことであ り、
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そのようなことを被告三菱地所 ら三社 とも認識 していた とい うことである。

また、覚書の件 も、被告三菱地所の速水氏から被告大和証券の甲斐部長宛の

メールでは (乙 D3)、 「一旦、当方 (被告三菱地所)よ り大洋様へ全体の枠組

み とともに、ご了解 を得ます。その後堂々と覚書を交わせば宜 しいか と思いま

す」 との記載か ら、それまでは、堂々とではなく (ご まか して)行お うとして

いたことが判明す るのである。そ して、原告の了解が得 られなかったので、先

ずは、定期借地権設定契約 を締結 させて、その後、更に原告に不利なものは分

か りにくくして、覚書 として締結 させ ようとしたのである。

保証の件 も、平成 19年 7月 12日 の被告大和証券の大原氏か らの被告大和

証券の社内メールにおいて (乙 D4)、 「連帯保証の覚書 も、 どこかの ドキュメ

ンテーションにまざれ こませた方がよいかとも思っている」 とい うことが、被

告三菱地所か ら被告大和証券に指示 されているが、正に、原告を故意にごまか

して、不利な契約 を締結 させ ようとしていたことが明確になったのである。

また、被告三井住友銀行は、被告三井住友銀行の満足する内容の借地契約を

締結することと主張 しているのであ り(甲 8ノ ンリコースローン提案書 5枚 目)、

また、覚書 (甲 13)の 内容である保証金 と地代等 との相殺の禁止 (覚書第 1

条 1項)や、保証金に第 1順位の根質権を設定する (同 第 2条 )と い う条件は、

本来定期借地権設定契約に記載すべきことであるか ら、それ らの内容 を定期借

地権設定契約に入れれば、原告は定期借地権設定契約を締結 しなかったのであ

る。被告三菱地所 らは、定期借地権設定契約を締結 させて、その後、更に原告

に不利なものは分か りにくくして、覚書 として締結 させ ようとしたものといわ

ざるを得ず、定期借地権設定契約を締結 させ られたことにより、その後、原告

らか ら優先出資が履行 され、その結果被告大和証券は手数料を得 られたのであ

る。定期借地権設定契約が締結 されなければ、本件事業は自紙 とな り、当然優

先出資 も行われなかった し、その後の本件建物の建設 もなかった。

(4)ま た、被告大和証券は、ローン債権が期限の利益を失つた場合に、TMK
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の原告に対する保証金返還請求権全額が ローン債権の回収に充て られることに

ついて、被告三菱地所が、平成 19年 7月 11日 に原告の了解 を得たとの説明

を受けていた と主張 しているが (6頁第 2第 1項第 2段落 )、 仮に、被告大和証

券の主張が誤 りでないのであれば、被告三菱地所は被告大和証券を縣 したこと

になる。そのように してまで、被告三菱地所は、原告が本件事業か ら撤退でき

ないように したのである。

4 本件建物完成時における金融機関か らの資金調達が十分見込まれていたこ

との主張に対 して

(1)被告三菱地所は、本件建物完成時における金融機関か らの資金調達が可能

であるとい う合理的見込みがあつた と主張 し (6頁 (2)ア )、 また、大手都市

銀行に対 して、建物の開発が完了する段階での融資を打診 した ら、検討するこ

とについて積極的な姿勢が示 されていた と主張 して (7頁第 1段落 )、 保証金返

還請求権への質権設定を金融機 関か ら要求 されない見込みが十分にあった と主

張する (7頁第 2段落 )。

(2)従前、被告三菱地所は、「原告が不合理に被告三井住友銀行か らの融資を拒

絶 したために、TMKは 、金融機関か ら調達 した資金 と原告 と被告三菱地所に

よる優先出資による資金によって本件建物の開発を行 う当初の計画の変更を余

儀なくされた」 と主張 し、TMKに は収益を生み出す資産はないか ら、やがて

資金が枯渇する (被告三菱地所準備書面 (1)15頁 ～ 16頁 )、 そこで、資金

調達が具体的に想定 されてない段階においては、本件建物の開発が完了する段

階において本件建物に担保 を設定することで、本件建物の開発前の段階よりも

容易に資金調達を行 うことができることが想定 された と主張 していたが (同 1

6頁イ )、 今度は、建物が建てば収益を生み出す資産ができることを理由とする

ようであるが (7頁第 3段落 )、 いずれに しても全 く理由となっていない。

既に述べたように、建物を担保 とすること以上に建物か ら収益を上げること
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は当然の前提 としていたのであ り、また、建物の担保 も、金融機関か らのロー

ンの条件 として当初か ら予定 されていたことであるか ら、建物が完成 したか ら

といつて、そのことにより資金調達が容易になるとはいえず、何 ら反論にもな

ってお らず、かつ、本準備書面の主張も全 く理由にならないものである。

被告三菱地所の主張では、TMKが 原告に預ける保証金について、「金融機関

が期限の利益喪失時においてまで 自己の債権の回収 よりも土地賃料の支払を優

先 させ るはずがないことは自明である」 と金融機関のローンが地代に優先する

とい うことを明確に主張 し、金融機関の債権回収を優先 させなければ融資は不

可能 と主張 しているのであ り、一方で原告は、原告の地代債権をローン債権 よ

り優先 させ ることが合意 されているとの認識で、被告三井住友銀行の提示 した

ローン条件は拒否 しているのであるか ら、仮に建物が完成 した ところで、融資

の実行が不可能であることは 「自明」のはずである。

(3)更 に、被告三菱地所の主張では、原告が不合理な拒否をしたため、予定 した

被告三井住友銀行か らのローンが不可能 となった とい うことであ り、その後、

被告三菱地所 とは同 じ三菱グループである三菱東京UFJ銀 行か らの融資も同

じような理由で拒否 されていた とい うことであるか ら、そのような事情でロー

ンが付かないのであれば、常識的に考えても、「本件建物の開発前の段階よりも

容易に資金調達を行 うことができる」 と考えることはあ りえず、従つて、ロー

ンの見通 しがないままに、後戻 りができなくなって しま うよ うな建物の建築工

事の発注することはあ り得ないことである。

いずれにしても、原告は、被告三井住友銀行の提示 したローン条件でなけれ

ば融資が受けられないのであれば、何故そのことを説明 しなかったのか とい う

原告の主張に対する反論には全 くなつていないものである。

第 2 被告三井住友銀行に対する反論

1 被告三井住友銀行 と被告大和証券 とのメールの内容について
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被告三井住友銀行は、平成 19年 6月 1日 の被告大和証券 とのメール (乙 C

l)の遣 り取 りについての説明を行つているが、その内容は原告には全 く知 ら

されていないものである。しか し、その内容は、「定期借地権設定契約に関わる

覚書」は原告に不利なものであることを被告三菱地所、被告三井住友銀行、被

告大和証券が認識 していたこと、及びその内容では原告は了解 しない と考えて

いたことが伺われ るのである。

2 乙C第 5号証の 1の コメン トについて

(1)被告三井住友銀行は、乙C第 5号証の 1の 「定期借地権設定契約書」の原

告のコメン トに、「保証金の返還につき別途覚書が存在 しない現状で木項を規

定するより、覚書作成時にその都度、第 7項の趣 旨の文言を設ける方が合理的

考えます。」 とい うように 「覚書」とい う文言の記載があることか ら、 「別途

覚書を作成する予定であることを認識 。理解 していたことが窺 える。」 と主張

する (被告三井住友銀行第 3準備書面 6頁第 1段落 以下本準備書面第 2にお

いては、被告三井住友銀行第 3準備書面の引用は頁数等のみ記載す る。)。 しか

し、被告三菱地所、被告大和証券、被告三井住友銀行のいずれか らも甲第 13

号証の 「定期借地権設定契約書に関わる覚書」も、甲第 12号証の 「関係者間

契約書」 (以 下両書面を合わせて 「覚書等」とい う。)も 、平成 上9年 8月 3日

に定期借地権設定契約締結直後まで全 く示 されてお らず、原告はそのような覚

書等の認識など全 くなかった。

(2)被告三井住友銀行提出の前出の被告大和証券か ら被告三井住友銀行宛ての

乙C第 1号証のメールで、「覚書」について、 「明 らかに底地人 としての大洋

の立場に配慮 していないので説明できない」「必ず しも大洋 =ス ポンサー とは

限 らない」「未払い債務等を差 し引きせずに無条件に保証金全額を返還す るこ

とは底地人に不利な事項 とな ります」「これだけです と、底地人 として受け取

れ る未収債権を大洋が放棄す ることにな り、底地人に不利な内容 にな ります」

等、 「定期借地権設定契約書に関わる覚書」は原告に不利な内容であ り、現状
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では原告が応 じるわけがないことを被告三菱地所、被告三井住友銀行及び被告

大和証券は十分認識 していたことである。しかも、原告には説明できないこと

を認めてお り、現に、説明もなされていないのである。

(3)ま た、原告は、被告三井住友銀行か らの平成 19年 4月 27日 付及び同年

7月 3日 付の 「ノン リコースローン提案書」 (甲 8、 9)の送付、及び 「地主

様への依頼事項」と題する書面は受けているが、それ らについては、平成 19

年 7月 11日 の被告三菱地所 との面談において、被告三菱地所に対 して受 け入

れ られない旨の回答 を している。

そ して、定期借地権設定契約書 7条 7項について記載 されている原告のコメ

ン トの意味は、「保証金の返還につき別途覚書が存在 しない現状で本項を規定

す るより、覚書作成時にその都度、第 7項の趣 旨の文言を設ける方が合理的 と

考えます。」との文言のとお り、覚書は全 く存在 していない とい う認識に基づ

いているものであ り、そ して、これか ら作成す る場合にその都度文言を設ける

とい うことであるか ら、本件覚書等の内容についても全 く認識 していない とい

うことである。原告の認識は、既に述べたように、原告か らは、地代等を差引

いた残額の保証金返還請求権 に対 して質権設定は検討す るとの回答を既 に し

ていることか ら、それを踏まえた何 らかの覚書を作成す ることは将来あ り得る

かもしれない とい う程度の理解に過 ぎないのであ り、上記 コメン トは本件覚書

(甲 13)を 前提 とす るものでは全 くないのである。

3 原告 との直接の折衝は避けてほしい旨の要請について

前述 したよ うに、 「定期借地権設定契約書に関わる覚書」は原告 に不利な

内容であ り原告が応 じるわけがないことを、被告三菱地所、被告三井住友銀

行、被告大和証券 とも認識 してお り、この内容で原告に承諾 を求めれば原告

は拒否 を し、定期借地権設定契約書にも調印 しないことが分かつていたので

ある。そ こで、まず原告に定期借地権設定契約書に調印 させ、その後であれ

ば原告は不利な条件でも拒否す ることが出来な くなるとの考えか ら、上記被
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告三社は意図的に原告には秘密 にしていたもの と推定 され る。

被告三井住友銀行 は、「原告 との直接 の折衝 は避 けてほ しい 旨の要請 を被

告三菱地所か ら受けていたため」原告 との直接の折衝 を行 つたことはない と

い うが (7頁第 1段落 )、 融資を行 うのは被告三井住友銀行であ り、その内

容は、原告の権利義務 に関す る重要な内容 を含む ものであるか ら、直接確認

すべきでことであ り、それを禁止す ることの方が不 自然である。 しかも、被

告三井住友銀行 は被告三菱地所 を原告に紹介 してきた本人であ り、被告三井

住友銀行が直接原告 とや り取 りをす ることを禁ず る必要は何 らないのである。

また、前述 した被告大和証券の大原氏か ら被告三井住友銀行の秋 田氏への平

成 19年 6月 1日 付のメール (乙 Cl)で も、 「三菱地所がそれでも大洋に

説明できない とい うことであれば、貴行 より説明いただ くことは可能で しょ

うか」 と連絡 していることか らも、禁止 されていた とは考えられないもので

ある。仮に、被告三菱地所が三井住友銀行に対 して原告 との直接の折衝 を禁

止 した とすれば、何がなんでも、原告に定期借地権設定契約 に調印 させ るた

めに、被告三菱地所が 「覚書」のことを原告に知 られないよ うに仕組んだも

の といわざるを得ないものである。

4 ノンリコースローン提案書に対する反対の回答

被告三井住友銀行は、平成 19年 7月 25日 に、ノンリコースローン提案書

を原告に送付 しているが、原告からは担保条件に反封するような意思等は何 ら

示 されていない とい うが (8頁第 4段落 )、 同年 7月 11日 の被告三菱地所 との

面談において、既に反対であることを伝 えてあ り、被告三菱地所は十分認識 し

ていたことである。仮に、 7月 11日 に原告が了解 し、同年 7月 25日 の時点

でも、ノン リコースローン提案書の内容 を了解 していたのであれば、被告三菱

地所がい うように「その後堂々と覚書等を交わせば宜 しい」のであ り(乙 D3)、

覚書が交わされていないとい うことは原告が了承 していないか らに他ならない

のである。また、従前のノンリコースローン提案書は、被告三菱地所か ら直接
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の折衝 を禁 じられていたか らか どうかは分か らないが、被告三井住友銀行か ら

原告に直接送付 されてことはなく、必ず被告三菱地所を介 して行われていたに

もかかわ らず、甲第 10号証の 2だけは、Ccで あるが、直接原告にも送付 さ

れてきたものである。そ して、送付書の文言には、「弊行内にて最終 fixさ れ

ていない状態でも構わない とのことですので、取 り急ぎ送付 させていただきま

す。」と被告三菱地所速水氏宛てメールに記載 されていたことか ら、修正前のも

のを、誤って原告にもCCで送付 されたもの と原告は認識 した。そ して、その

翌 日には、被告大和証券 より定期借地権設定契約書案のみが送付 され、その中

には、「大洋 (原告)と 借入人 (TMK)が 『借入人がローン契約において期限

の利益を喪失 した場合には、同時に借地契約 も終了す る』 旨の規定を含む貸付

人の満足す る内容の借地契約を締結す ること。」とされていた「ノンリコースロ

ーン提案書」に沿つた規定は設けられていなかったこと、また、定期借地権設

定契約書の案には、被告三菱地所、被告三井住友銀行 らも無条件で賛成 してい

ることか ら、原告は、前 日 (平成 19年 7月 25日 )に被告三井住友銀行 より

送 られた 「ノンリコースローン提案書」は当然撤回 されたものと判断 して定期

借地権設定契約を締結 したものである。

5 甲第 37号証のメールについて

被告三井住友銀行は、原告が本件覚書等の内容を知 らず、驚いたとい うこと

は、平成 19年 8月 8日 の原告か らのメール (甲 37)の 内容 と相容れない と

い うが (9頁 4項 )、 どのように相容れないのかその主張の意味が全 く不明であ

る。原告の当該メールは、本件覚書等を親会社に送付 したことを記載 し、そ し

て、その案文が余 りにも被告三井住友銀行側の一方的な主張ばか りであること、

被告三菱地所 と原告が合意 した契約内容 (基本合意書 とその内容を含む定期借

地権設定契約)を一方的に変更するのは理解できないことを述べているのであ

り、本件覚書等の内容に驚いた とい うこととメールの内容は正に結びついてい
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るのである。また、前述 したよ うな定期借地権設定契約書についての原告のコ

メン トと当該メールの内容 も何 ら矛盾 していないのである。原告はこのままの

スキーム (被告三井住友銀行が 7月 26日 の合意に反 し突然提出 した 「定期借

地権に関する覚書」並びに 「関係者間契約書」のスキーム)では本件事業を進

める事は非常に困難な状況になったと伝 えたのである。裏返せば、被告三井住

友銀行 も同意の上調印 (8月 3日 )した定期借地権設定契約書のスキームなら

原告は反対する理由はない。

6 被告三井住友銀行、被告大和証券、被告三菱地所の共同不法行為責任につい

ては、原告第 2準備書面 12頁で述べた とお りである。

第 3 被告大和証券の第 2準備書面に姑する反論

1 定期借地権設定契約書案 7条 7項のコメン トについて

(1)被告大和証券は、「関係者間契約書」 (甲 12)及 び「定期借地権設定契約に

関わる覚書」 (甲 13)に 盛 り込まれ る内容について、「被告三菱地所が平成 1

9年 7月 11日 に原告 と相談 して、原告の了解を得たとの説明を、同月 11日

又は 12日 に受けていた。」 と主張する (3頁 (1)ア )。 既に述べたように、

原告は、これ ら覚書等は、同年 8月 3日 まで見せ られてお らず、原告が被告三

菱地所に了解するな どい うことはあ り得ない し、被告三井住友銀行か らの 4月

27日 付及び 7月 3日 付の 「ノンリコースローン提案書」 (甲 8、 9)の送付、

及び「地主様への依頼事項」と題する書面は受けているが、それ らについては、

被告三菱地所に対 して受け入れ られない旨の回答をしているのである。

(2)ま た、被告大和証券は、「定期借地権設定契約書」案の 7条 7項に「覚書作

成時にその都度、第 7項の趣 旨の文言を設ける方が合理的 と考えます。」との原

告のコメン トがなされていることに関 して、別の合意をすることを原告は想定

していたとし、被告三井住友銀行が平成 19年 7月 24日 に 「別途締結する覚
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書にて、同覚書が本契約 より優先す る旨を規定する為」 とコメン トしているか

ら、覚書を了解 していた と主張 し、更に、当該 コメン トは同月 26日 、被告大

和証券か ら原告に送付 されている (乙 D5)と 主張する (3頁 2(1)イ )。 乙

D第 5号証の 2の ドラフ トは、乙D第 5号証の 1を 見れば明 らかなように、原

告から被告大和証券に返信 された定期借地権設定契約書の ドラフ トであ り、当

該返信の前提は、 7月 26日 午前 9時 13分に、被告大和証券か ら原告、被告

三菱地所、被告三井住友銀行宛に送 られた ドラフ トに対するものであ り、被告

三菱地所及び被告三井住友銀行はコメン トな しで回答 したが、原告は若干 コメ

ン トを付けて返信 したものが乙D第 5号証の 2の ドラフ トである。そこでは既

に、定期借地権設定契約 7条 7項を削除することとなっていたが、それは、原

告から指摘によるものである。そ して、 7条 7項について記載 されている原告

のコメン トの意味は、被告三井住友銀行に対する反論 として前述 したとお り、

本件覚書 (甲 13)と は全 く無関係 なものである。

(3)そ して、被告三井住友銀行のコメン トには「別途締結する覚書にて、同覚書

が本契約 より優先する旨を規定する為」 との文言があるが、これ も、文言のと

お り、別途覚書が締結 されれば、それは、定期借地権設定契約 より優先すると

い うことのみであ り、その内容は何 ら触れ られていないのであ り、甲第 13号

証の覚書 ことでは全 くないのである。そのような被告三井住友銀行のコメン ト

があるか らといって、本件覚書等の締結が予定 されていたなどとい うことには

何 らならないのである。

そのことは、平成 19年 8月 8日 に被告三菱地所外宛のメールで、被告三井

住友銀行のローン条件を拒否 していることか らも明 らかである。仮に、覚書が

締結 されることが前提であつた とすれば、遅 くとも定期借地権設定契約書 と同

時には送付 されて くるはずであ り、また、仮に、原告が了承 していたと認識 し

ていたのであれば、 8月 8日 に拒否のメール (甲 37)を 被告 らに送付 した後

ただちに、被告三社か ら原告に対 して当然異議が出されたはずである。
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2 原告か ら覚書等の内容の了解を得た とい う被告三菱地所の説明について

(1)被告大和証券は、原告か ら覚書等の内容の了解を得た とい う被告三菱地所の

説明を受けていた とい うが (3頁 2項 (1)ア )、 平成 19年 6月 1日 の時点で

は、そのような内容のものには原告は応 じない とい うことを三社 とも認識 して

お り、その後、被告三菱地所の速水氏か ら被告大和証券の甲斐部長宛の同年 7

月 10日 付メールでは、同月 11日 の原告 との ミーティングで原告の了解を得

て、「その後堂々と覚書等を交わせば宜 しいか と思います」 と述べているのに、

同月 12日 の被告大和証券の大原氏か らの被告大和証券の社内宛のメールでは、

「以下を除き合意」となっているが、覚書等は交わされず、「連帯保証の覚書 も、

どこかの ドキュメンテーシ ョンヘまざれ こませた方が良い」とか、「覚書作成依

頼を大和に したが、いったん白紙に戻 してほしい」などと述べていることなど

か らして、原告 との合意ができたとは到底伺 えないものである。

(2)被告大和証券は、「ハブ」として、定期借地権設定契約書案を、原告に送付

してきているのであ り、仮に、原告が内容を了解 しているもの と認識 していた

のであれば、平成 19年 7月 26日 に定期借地権設定契約書案を送付する際に、

定期借地権設定契約に優先する重要なものであるか ら、当該覚書等 も当然送付

す るべきであ り、同年 8月 3日 の定期借地権設定契約締結後まで、何 ら隠す必

要のないことである。そもそも、若 し仮に、覚書の締結が当初か ら想定 されて

いたものであ り、定期借地権設定契約書 よりも優先するとい う程の重要な内容

であるなら、別途作成 しなくても、基本合意書や定期借地権設定契約書の中に

含めればよいのである。現に TMKの 保証金返還請求権を被担保債権 として抵

当権を設定することを原告は合意済みであ り基本合意書にも定期借地権設定契

約書にもそのことは明記 されている。そ うであれば、原告は定期借地権設定契

約書には調印 しなかった。
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3 被告大和証券の責任及び因果関係

(1)ま た、被告大和証券は、結局覚書等は最終的には締結 されていないのだか ら、

被告大和証券に加害行為があるとはいえない と主張 し (4頁 (3)～ 5頁 5行

目)、 また、因果関係 もない と主張する (5頁第 3項 )。 しか し、覚書等の内容

(ノ ンリコースローン提案書の内容 も同様である)でなければ、被告三井住友銀

行のローンが実行 されない とい うことであるなら、定期借地権設定契約締結前

に、覚書等を原告に示 し、定期借地権設定契約 とは別に覚書等を締結 しなけれ

ば、融資は受けられない とい うことを説明 していれば、原告は定期借地権設定

契約を締結することはなかったのである。定期借地権設定契約の締結によって、

本件事業が進む こととな り、そ して、その後本件一連の損害が生ず るに至った

ことについては、既に述べたとお りである。被告大和証券は、本件交渉におけ

る 「ハブ」 とされているのであ り、平成 19年 7月 26日 には、関係者全員に

定期借地権設定契約書案は送付 しているのであるか ら、当然覚書等 も送付すべ

きであ り、それをせず、 8月 3日 に定期借地権設定契約を締結 した直後に送付

して、 どさくさまざれに、調印を求めるようなや り方は、悪意に基づ くものと

いわざるを得ないものである。

(2)なお、被告三井住友銀行、被告大和証券、被告三菱地所の共同不法行為責任

については、原告第 2準備書面 12頁で述べたとお りである。

4 被告三菱地所の被告大和証券に対する虚偽の説明

被告大和証券は、ローン債権が期限の利益を失つた場合に、TMKの 原告に

対する保証金返還請求権全額がローン債権の回収に充て られ ることについて、

被告三菱地所が、平成 19年 7月 11日 に原告の了解を得た との説明を受けて

いた主張するが (6頁第 2第 1項第 2段落 )、 原告は、7月 11日 の面談におい

て、上記内容には応 じられない旨の回答 しているのであ り、仮に、被告大和証

券の主張が誤 りでないのであれば、被告三菱地所は被告大和証券に嘘をいつた
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ことになる。また、仮に、被告三菱地所が被告大和証券に嘘をいつたのである

なら、被告大和証券は原告が覚書を了解 していると認識 していた とい うことに

なるか ら、それな ら尚更、覚書等 (甲 12、 13)を 隠す必要はなく、被告大

和証券が定期借地権設定契約書案を原告に送付する際に、覚書等 も併せて送付

すべきであつたのである。

第 4 被告東銀 リース らの準備書面 (3)に姑する反論

1 は じめに

被告東銀 リース らの準備書面 (3)に姑す る反論は、いままで述べたもので

十分であるが、原告は破産 申立て と優先出資の買戻 しについて補充主張す る。

2 破産申立てについて

(1)被告東銀 リースの費用負担について

被告東銀 リース らは、その準備書面 (3)(平成 26年 5月 2日 付)7頁

5行 目において、TMKの 破産 申立時に発生 した費用の 「不足額」について

は被告東銀 リースが負担 していることを漸 く明 らかに した。

被告東銀 リース らは、TMKの 破産 申立てはこれまで被告見上のみの判断

で行つたもので、被告三菱地所や被告東銀 リースは無関係であるかのように

主張を繰 り返 してきた (被告東銀 リース準備書面 (1)11頁 (3)ア )。

しか し、被告東銀 リースが回収見込みのない多額の負担を負 うことになるか

ら、被告見上 と被告東銀 リースにおいて綿密な社内協議が行われていたこと

が判明 した といえる。

この点か ら、少なくともTMKの 破産申立てにおいて、被告東銀 リースが

関与 していない とい う被告東銀 リース らの主張が虚偽であった ことが明白

となった。

(2)被告三菱地所の関与

被告東銀 リース らは被告東銀 リースがTMKの 破産 申立費用の 「不足額」
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を負担 した と主張す るが、破産申立時は、TMKに は 25万円しか資金はな

く、破産 申立費用は裁判所への予納金 と弁護士費用で数百万円は必要であつ

た と思われ、破産 申立費用のほとん ど全額を被告東銀 リースが支払つたにも

かかわ らず、あたかも少額を一部負担 したかのような記述は詭弁である。被

告東銀 リースがTMK破 産 申立て費用を負担す る正当な理 由はまった くな

い。TMKの 破産申立てにより被告東銀 リースが負担 した破産 申立て費用は

回収の見込みがなく、しかも本件事業において被告東銀 リースは事務代行費

用を受領す るのみで (甲 26)、 TMKが 破産す ることで被告東銀 リースの

利益 となる事情はまったくない①それゆえ、被告東銀 リースにはTMKの 破

産によって何 ら利益がなく、回収見込みのない多額の破産 申立費用を兵担す

る動機 もないにもかかわ らず、被告東銀 リースが負担 しているのは、被告三

菱地所が、三菱グループの被告東銀 リースに破産 申立てを押 し付けたためで

ある。TMKの 破産手続き開始後、被告三菱地所はこの破産の謝礼 とも受け

取れ る本件 と無関係 の特定 目的会社等の新事務代行業務 を多数発注 してい

る。被告三菱地所は破産に反対 していた と主張するところ、もし被告三菱地

所の指示に反 して重要な破産 申立を したのな ら、このように多数の新事業を

被告東銀 リースに発注す ることはなく、発注 どころか被告東銀 リースとの関

係 を解消すべきである。

ところで、これまでの被告東銀 リース らは、本件事業に関する事項につい

ては被告三菱地所の指示を受けて (「東銀 リースは何か と融通が利 く」と被

告三菱地所宮ノ内大資氏が原告に述べていた。)事務を遂行 してきたもので

ある。この事実か らして、TMK破 産申立て とい う極めて重大な事項である

にもかかわ らず、この件に限 り被告三菱地所 と相談なく被告見上が 自分だけ

で判断 した とい うことはあ り得ない。被告三菱地所が関与す ることなく、被

告東銀 リース らがTMKの 破産 申立てを行 つた とは到底信 じられ ることで

はない。被告東銀 リース らは準備書面 (3)において、TMK取 締役には破

産申立権限があ り何 ら違法性 を問われない と主張す る (7頁 )。 しか し、も
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しTMKが 一存でこのように破産 申立てを行 うことが当然な ら、日本の特定

目的会社等は重大な危機 に立つ (甲 44、 雑誌 「選択」 2013年 11月 号

86頁線部分 ご参照)。

被告東銀 リース らの主張によれば、TMKの 破産 申立てを行つたのは、原

告 と被告三菱地所 との協議が進まず、関東財務局か ら解散命令を含む行政処

分を行 う旨の指摘を受けたためであるとい う。しか し、TMKは 本来被告三

菱地所の融資義務不履行の責任 を追及すべきであ り、破産の申立をす るべき

ではなかったのである。融資義務不履行の責任 を追及すれば、強大な資金力

を有 し、アセ ッ トマネージャーの義務がある被告三菱地所に してみれば、T

MKの 資金調達を行 うな ど、様々な方法をとることによりTMKの 再建は十

分に可能であつた。TMK(被 告東銀 リース、被告見上、被告野中)が、そ

のような責任追及 もせず、再建策 について相談す ることもなく、TMK(被

告東銀 リース、被告見上、被告野中)独 自の判断のみで破産の申立を行 うこ

とはあ り得ないことである。

そ うすると、被告東銀 リース らが、このように責任追及 も相談 もせず、破

産申立を行つたなどとい う不可解な主張をする理由は、被告三菱地所の破産

申立ての指示を隠すためであるとしか思えないのである。TMKの 破産 申立

てを考えた場合に、この状況を最大限の利益に利用できるのは被告三菱地所

だけである。すなわち、原告は、TMKの 破産申立てにより優先出資金全額

の損害に加 えて、本件土地賃貸人 としての地位 も有す ることか ら、本件土地

についても多大な損害が現在 も毎 日発生す る。しかも本件建物を訴外鹿島建

設が違法に占有 しているため、原告は、TMKか ら本件土地の賃料が一銭 も

入 らない うえに、多額の土地固定資産税 を毎年支払い、本件土地を一切利用

す ることもできない。現在の状況をみれば分かるように、本件土地について、

原告 と本件建物を占有す る訴外鹿 島建設 との関係が残 り、原告のみが本件事

業における損害を今 も受け続けているのである。被告三菱地所はTMKを 破

産 させたことによりこれ以上に損害が拡大す ることもない。TMKの 破産に
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おいて、原告は損害が拡大 し続 ける一方、被告三菱地所の損害は拡大す るこ

とはない状況にある。そこで、被告三菱地所は、TMKの 破産 申立てによっ

て原告だけが不利な状態に追いや られ る事態を利用 し、TMK管 財人をもつ

て本件土地 と建物を売却 させ るなどして訴外鹿島建設 との関係 を解決 し、よ

つて本件事業を強制的に終結 させ、これまでの被告三菱地所 らの法的、社会

的責任 を消 し去ろ うとした と考えられ るのである。これ以外にはTMKの 破

産 申立てを敢えて行つた説明がつかない。

それゆえ、被告三菱地所 と被告東銀 リース らが共謀 して、真実は被告三菱

地所がTMK破 産 申立費用を、形式を変えて負担 したが、これを隠すために

被告東銀 リースが負担 し、TMKの 独 自の判断で破産 したことにした としか

考えられない。

以上の とお り、TMKの 破産手続 きには、被告三菱地所や被告東銀 リース

が共謀 していることは間違いないことである。

3 優先出資の買戻 しについて

(1)買 戻予約権

被告東銀 リースは、破産申立時点での優先出資者はチェン社であるか ら、原

告の優先出資 自体の損害 とTMKの 破産 申立に因果関係 はない と主張す る。

しか し、原告は、以下の とお り、チェン社か ら優先出資権のすべてを買い戻

しているため、買戻の遡及効により破産 申立時においても優先出資者たる地位

にあつたものである。

すなわち、原告は優先出資者たる地位 を平成 20年 12月 19日 及び平成 2

1年 12月 10日 にチェン社に譲渡 しているが、この譲渡に先立つ平成 20年

10月 7日 、チェン社 との間で、「御堂筋共同ビル開発特定 目的会社優先出資

権売戻 し予約契約書」 (甲 45)を 交わ している。

上記契約書には以下の買戻 しについての規定がある。
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(A)TMKが 何 らかの形で破綻 した り、チェン社がTMKに は将来の見込

みがない と判断 した時には、チェン社は大洋に支払つた売買価格原価

でチェン社の所有す る全優先出資権 を買戻す ことを大洋に要求す る

権利を予約する。チェン社か ら書面による買戻 し要請があれば、大洋

は優先出資権をチェン社か ら買戻 さなくてはな らない。但 し、チェン

社は買戻 し日の一週間前に大洋 に通知 しな くてはな らない。

このように、原告は、チェン社に優先出資権を譲渡す るにあた り、チェン

社 との間で、売買価格原価での買戻義務 を負 う内容の契約 (以 下、「本件買

戻請求権」 とい う。)を締結 しているものである。

そ して本件買戻請求権についての法的な意味やその効果については、上記

契約書 (甲 45)に 記載はないが、買戻 し売買価格が売買価格原価 とす る内

容であることか らす ると、本件買戻請求権は、原告 とチェン社 との優先出資

権売買契約の解除権にあた り、かつその法的効果は原則 どお り遡及するもの

と解す ることが相当である。

(2)遡及効により優先出資者たる地位 にあること

チェン社は、原告に対 し、平成 24年 7月 4日 付 「買戻 し請求書」 (甲 4

6)に て、優先出資権 26,460口 のすべてを売買原価で買戻 しを要求 し、

これ を受 けて原告はチェン社 に姑 し譲渡 した優先出資権全 口を売買原価で

買戻 した。

それゆえ、チェン社が原告 との 2度の優先出資売買契約を解除 したことに

より、優先出資者たる地位は遡及的に原告に戻 り、原告はTMK破 産時にお

いても優先出資者たる地位にあったものである。

よって、TMKの 破産 申立時には原告が優先出資者であるか ら、原告の優

先出資 自体の損害 とTMKの 破産 申立に因果関係 はない との被告東銀 リー

スの主張は間違いである。
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